
 

 

 

令和５年６月豊橋市議会定例会 

 

 

 

 

○ 提出事件 

 

 予 算 案    ２ 件 

 

      条 例 案    ５ 件 

 

単 行 案    ８ 件 （うち人事案２件） 

 

      報  告    ８ 件 

 

以  上   ２３ 件 
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６月市議会定例会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第４８号   豊橋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われ

た措置に係る業務に従事した場合の危険手当を廃止するもの 

 

（公布の日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第４９号   豊橋市市税条例等の一部を改正する条例 

（市民税課・資産税課） 

 地方税法等の一部改正（令和５年法律第１号。令和５年３月３１日公布）に伴い、市

税について現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 個人市民税 

（１）森林環境税の賦課徴収の方法 

森林環境税は、個人の市民税の均等割を賦課徴収する場合に併せて賦課徴収する。 

特別徴収の方法により徴収する場合は、給与所得、公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額に森林環境税額を含むこととする。 

 

（令和６年度分以後の個人市民税について適用） 

 

２ 固定資産税 

（１）長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定マンション

等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工

事を令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの間に実施した場合に、当該大

規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の３分の１に相当する

金額を減額する。 
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ア 対象となるマンションの要件 

（ア）新築から２０年以上が経過している１０戸以上のマンションであること 

（イ）大規模修繕工事を過去に１回以上適切に行っていること 

（ウ）長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が

確保されていること  

 

（令和５年度以後の固定資産税について適用） 

 

３ 軽自動車税 

（１）軽自動車税（種別割）のグリーン化特例（軽課）の延長 

令和５年３月３１日までに新規取得した３輪以上の軽自動車が対象とされている

グリーン化特例（軽課）について、次の措置を講ずる。 

区 分 

令和５年４月１日～ 

令和７年３月３１日 

の新規取得 

令和７年４月１日～ 

令和８年３月３１日 

の新規取得 

電気軽自動車及び一定の天然ガス

軽自動車 
７５％軽減 

２０３０年度燃費基準９０％達成車 

（営業用の乗用に限る） 
５０％軽減 

２０３０年度燃費基準７０％達成車 

（営業用の乗用に限る） 
２５％軽減 軽減なし 

 

（令和５年度以後の軽自動車税（種別割）について適用） 
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議案第５０号   豊橋市民館設置及び管理に関する条例及び豊橋市大清水まなび交流

館条例の一部を改正する条例 

（生涯学習課・市民協働推進課） 

 地区市民館の名称を変更するとともに収益を目的とした使用等を可能とするほか所要

の改正をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 名称の変更 

改正後 改正前 

生涯学習センター 地区市民館 

 

２ 収益を目的とした使用等 

  収益を目的とした使用等を可能とし、その場合の使用料は、既定の使用料の３倍の

額とする。 

 

（関係条例の整備） 

・豊橋市都市公園条例の一部改正 

・豊橋市屋外広告物条例の一部改正 

 

（令和６年４月１日から施行） 

 

 

議案第５１号   豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 

（廃棄物対策課） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づく熱回収施

設の設置者の認定に関する事務の手数料を新設するため、現行条例の一部を改正するも

の 

 

○新設する手数料 

手数料名 単位 金額 

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者

認定（更新）申請手数料 
１件 

３３，０００円 

（更新の場合は、２０，０００円） 

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者

認定（更新）申請手数料 
１件 

３３，０００円 

（更新の場合は、２０，０００円） 

 

（公布の日から施行） 
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議案第５２号   豊橋市火災予防条例の一部を改正する条例 

（消防本部予防課） 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の一部改正（令和５年総務省令第８号。令和５年２月２

１日公布）に伴い、急速充電設備の全出力の上限を撤廃するほか、所要の改正をするた

め、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 急速充電設備の全出力の上限の撤廃等 

（１）急速充電設備の充電対象を「電気自動車等（電気を動力源とする自動車、原動機

付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの）」とし、全出力の上限を撤廃す

る。 

（２）分離型の急速充電設備には、充電ポストも含むこととする。 

 

２ 喫煙等に関する規定の見直し 

（１）「喫煙所」と表示した標識について、健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置

されている場合は、設置しなくてもよいこととする。 

（２）「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号は、日

本産業規格等に適合するものとしなければならないこととする。 

 

  （１は令和５年１０月１日から、２は公布の日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第５３号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・資源化センター） 

１ 工 事 名  １・２号炉維持整備工事（令和５年度その２） 

２ 工 事 内 容  受入供給設備、熱分解設備、計装設備、雑設備 

３ 決定年月日  令和５年５月１８日 

４ 契 約 価 格  ３６３，０００，０００円 

 （予 定 価 格  ３６５，２９９，０００円） 

  決 定 率  ９９．４％ 

５ 請 負 人  ＪＦＥ環境テクノロジー（株） 

６ 契 約 方 法  随意契約 
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議案第５４号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  幸小学校北校舎長寿命化改良工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造４階建 

          延べ床面積 １，６０２㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

１階 相談室、資料室、多目的室、用務員室、便所 

２階 普通教室（２）、国際教室、便所 

３階 普通教室（２）、音楽準備室、便所 

４階 音楽室、理科室、コンピュータ室、便所 

・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和５年５月１２日 

４ 契 約 価 格  ２０８，４５０，０００円 

 （予 定 価 格  ２１１，７５０，０００円） 

  落 札 率  ９８．４％ 

５ 請 負 人  三河土建（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札４社） 
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議案第５５号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  栄小学校北・南校舎長寿命化改良工事（詳細設計付） 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造３階建 

          延べ床面積 ４，３２９㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

北校舎 

１階 
普通教室（４）、理科室、理科準備室、便所 

北校舎 

２階 
普通教室（４）、図書室（２）、便所 

北校舎 

３階 

普通教室（５）、英語ルーム、英語ルーム準備室、

便所 

南校舎 

１階 

校長室、職員室、保健室、教育相談室、放送室、

印刷室、用務員室、便所 

南校舎 

２階 

普通教室（２）、会議室、家庭科室、被服室、和室、

更衣室（２）、便所 

南校舎 

３階 

普通教室（４）、コンピュータ室、コンピュータ準

備室、特活室、便所 

・建築工事     一式 

・電気工事     一式 

・管工事      一式 

         ・仮設校舎設置工事 一式 

３ 落札年月日  令和５年５月２５日 

４ 契 約 価 格    ９６４，７００，０００円 

 （予 定 価 格  １，０６９，７５０，０００円） 

  落 札 率  ９０．２％ 

５ 請 負 人  青山・影山・平本・柳伸共同企業体 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札５企業体） 
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議案第５６号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・市民協働推進課・教育政策課） 

１ 工 事 名  飯村小学校体育館・校区市民館長寿命化改良等工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建 

          延べ床面積 １，３０５㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

１階 

（校区市民館） 

和室、集会室、談話室、実習室、研修室、事

務室、倉庫（３）、体育倉庫、便所（２） 

２階 

（体育館） 

アリーナ、ステージ、控室（２）、倉庫、 

便所（２） 

３階 

（体育館） 
放送室、機械室 

・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和５年５月１２日 

４ 契 約 価 格  ２１４，５００，０００円 

 （予 定 価 格  ２１８，３５０，０００円） 

  落 札 率  ９８．２％ 

５ 請 負 人  （株）杉原工務店 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札１社） 
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議案第５７号   損害賠償の和解及び額の決定について 

（人事課） 

 本市職員の公務災害に関し、給与の支払の遅延が発生したことについて、次により和

解し、これを賠償するもの 

 

１ 損害賠償の額 

  ９，２７３，８８０円 

 

２ 経過等 

  平成１９年４月２５日に発症した傷病について、平成２７年３月３日、本市職員が、

公務災害の認定請求を行い、令和３年５月７日、地方公務員災害補償基金愛知県支部

が、公務上の災害と認定した。 

  令和５年３月２０日、同支部から、当該傷病について令和２年９月３０日をもって

治ゆ（症状固定）したと認定した旨通知があったことから、令和５年３月３１日、休

職等により未払となっていた給与を、当該職員に支払った。 

  本件は、当該未払となっていた給与の支払の遅延について、上記賠償額で和解する

ことで合意するものである。 
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議案第５８号   土地区画整理に伴う町の区域の設定について 

（区画整理課） 

 豊橋牟呂坂津土地区画整理事業の施行に伴い、事業施行後の現況に即した区画をもっ

て町の区域を設定するもの 

 

○ 区域を設定する町の名称 

  牟
む

呂
ろ

内 田 町
うちだちょう

 

  牟
む

呂 坂 津 町
ろさかつちょう

 

 

（ 位 置 図 ） 
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議案第５９号   人権擁護委員候補者の推薦について 

（福祉政策課） 

人権擁護委員のうち４人が令和５年９月３０日で任期満了となるため、後任者の推薦

について、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもの 

 

参 考  定 数 ２２人 

      任 期  ３年  

任期満了となる委員  

氏  名 年 齢 備 考 

伊 藤 道 子 ６６歳 現在２期目 

大 野 晴 子 ５９歳 現在２期目 

尾 﨑 弘 明 ７０歳 現在２期目 

鈴 木 正 純 ５０歳 現在２期目 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６０号   農業委員会委員の任命について 

（農業企画課） 

 農業委員会委員が令和５年７月１９日で任期満了となるため、後任委員２４人の選任

について、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるも

の 

 

参 考  定 数 ２４人 

      任 期  ３年 
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〔 報 告 〕 

 

報告第１６号   専決処分の報告について 

（契約検査課・教育政策課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日  令和５年５月１６日 

２ 変更する議決  令和４年第８９号議決 

工事請負契約締結について（大清水小学校南校舎長寿命化改良工

事） 

３ 変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ２９２，６００，０００円 

変更後 ３０２，０１７，１００円 

差引き   ９，４１７，１００円 

 ・家庭科室の調理台の設置を追加する変更等のため 
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報告第１７号   専決処分の報告について 

（収集業務課・公園緑地課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日   令和５年５月１７日 

（２）損害賠償の額   ４０，５７０円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年３月６日午後１時２０分頃、豊橋市岩屋町字岩屋

西２２番地先の路上において、本市職員（環境部収集業務

課）がごみ収集車の助手席から降車しようとドアを開けた

ところ、側方を自転車で通過しようとした相手方に誤って

接触し、相手方を負傷させ、及び自転車を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 ９０％） 

 

２（１）専 決 年 月 日   令和５年５月２６日 

（２）損害賠償の額   ８８，０１９円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年４月１３日午後５時３０分頃、豊橋市西幸町字古

並１番４９地先の丁字路において、本市職員（都市計画部

公園緑地課）の運転する軽乗用自動車が右折しようとした

ところ、左方向から進入してきた自転車に誤って接触し、

男児（当時１０歳）を負傷させ、及び自転車を損傷させた

もの 

（豊橋市過失割合 ９０％） 

 


